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決 算 特 別 委 員 会 会 議 録  

 

Ⅰ  日  時  令 和 ７ 年 1 2月 ２ 日 （ 火 ）  

午 後 １ 時 １ 分 開 会  

午 後 １ 時 1 1分 閉 会  

Ⅱ  場  所  大 会 議 室  

Ⅲ  出 席 委 員  

    委  員  長        山 本   徹  

    副 委 員 長        瘧 師 富 士 夫  

    理   事        八 嶋  浩 久  

      〃          瀬 川  侑 希  

      〃          藤 井  大 輔  

      〃          川 上   浩  

      〃          庄 司  昌 弘  

    委   員        佐 藤  則 寿  

      〃          横 田  誠 二  

      〃          尾 山 謙 二 郎  

      〃          光 澤  智 樹  

      〃          大 井  陽 司  

      〃          嶋 川  武 秀  

      〃          寺 口  智 之  

      〃          鍋 嶋 慎 一 郎  

      〃          瀧 田  孝 吉  

      〃          立 村  好 司  

      〃          谷 村  一 成  

      〃          澤 﨑   豊  

      〃          大 門  良 輔  

      〃          安 達  孝 彦  

      〃          針 山  健 史  

      〃          種 部  恭 子  
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      〃          岡 﨑  信 也  

      〃          亀 山   彰  

      〃          川 島   国  

      〃          山 崎  宗 良  

      〃          井 加 田 ま り  

      〃          筱 岡  貞 郎  

      〃          火 爪  弘 子  

      〃          宮 本  光 明  

      〃          五 十 嵐  務  

      〃          中 川  忠 昭  

      〃          鹿 熊  正 一  

      〃          菅 沢  裕 明  

      〃          米 原   蕃  

Ⅳ  会 議 に 付 し た 事 件  

１  付 託 案 件 の 審 査 に つ い て  

２  そ の 他  

Ⅴ  議 事 の 経 過 概 要  

１  付 託 案 件 の 審 査 に つ い て  

 委 員 長 か ら 、 決 算 特 別 委 員 会 審 査 報 告 書 （ 案 ） の

報 告 書 本 文 の 工 業 用 水 道 事 業 の 今 後 の 課 題 に 関 す る

記 載 に お い て 、 1 1 月 1 8 日 開 催 の 決 算 特 別 委 員 会 で の

意 見 を 踏 ま え 、 「 ま た 、 遊 休 地 の 有 効 活 用 に 今 後 と

も 努 め る 必 要 が あ る 。 」 と 一 部 修 正 し た と の 説 明 が

あ り 、 異 議 な く 了 承 さ れ た 。  

 ま た 、 火 爪 委 員 か ら 、 議 案 第 1 1 7号 令 和 ６ 年 度 富 山

県 歳 入 歳 出 決 算 認 定 の 件 及 び 議 案 第 1 2 0 号 令 和 ６ 年 度

富 山 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 認 定

の 件 に つ い て 、 反 対 の 意 見 表 明 が あ っ た 後 、 付 託 案

件 に つ い て 採 決 が 行 わ れ た 。  
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 議 案 第 1 1 7 号 令 和 ６ 年 度 富 山 県 歳 入 歳 出 決 算 認 定 の

件 に つ い て は 、 挙 手 多 数 に よ り 、 原 案 の と お り 認 定

す べ き も の と 決 し た 。  

 議 案 第 1 2 0 号 令 和 ６ 年 度 富 山 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計

利 益 の 処 分 及 び 決 算 認 定 の 件 に つ い て は 、 挙 手 多 数

に よ り 、 原 案 の と お り 可 決 及 び 認 定 す べ き も の と 決

し た 。  

 議 案 第 1 1 8 号 令 和 ６ 年 度 富 山 県 電 気 事 業 会 計 決 算 認

定 の 件 、 議 案 第 1 2 1 号 令 和 ６ 年 度 富 山 県 地 域 開 発 事 業

会 計 決 算 認 定 の 件 及 び 議 案 第 1 2 2 号 令 和 ６ 年 度 富 山 県

病 院 事 業 会 計 決 算 認 定 の 件 に つ い て は 、 異 議 な く 、

原 案 の と お り 認 定 す べ き も の と 決 し た 。  

 議 案 第 1 1 9 号 令 和 ６ 年 度 富 山 県 水 道 事 業 会 計 利 益 の

処 分 及 び 決 算 認 定 の 件 並 び に 議 案 第 1 2 3 号 令 和 ６ 年 度

富 山 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 認 定

の 件 に つ い て は 、 異 議 な く 、 原 案 の と お り 可 決 及 び

認 定 す べ き も の と 決 し た 。  

 な お 、 委 員 長 か ら 、 ① 決 算 特 別 委 員 会 審 査 報 告 書

は 定 例 会 最 終 日 に 配 付 し 、 審 査 概 要 を 報 告 す る 、 ②

報 告 の 文 案 に つ い て は 一 任 願 い た い と の 発 言 が あ っ

た 。  

（ 発 言 の 内 容 ）  

火 爪 委 員  た だ い ま 提 案 さ れ た 令 和 ６ 年 度 決 算 認 定 案 件

の う ち 、 議 案 第 1 1 7号 令 和 ６ 年 度 富 山 県 歳 入 歳 出 決 算 認

定 の 件 と 、 議 案 第 1 2 0号 令 和 ６ 年 度 富 山 県 工 業 用 水 道 事
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業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 認 定 の 件 、 こ の ２ 案 の 認 定

案 件 に 反 対 を い た し ま す の で 、 理 由 を 簡 単 に 述 べ ま す 。

詳 し く は 本 会 議 で 申 し 上 げ ま す 。  

  さ き の 総 括 質 疑 の 中 で も 述 べ ま し た が 、 ま ず 今 年 度 、

最 大 の 任 務 は 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 旧 ・ 復 興 と 物 価 高

か ら 県 民 の 暮 ら し ・ 福 祉 な ど を 守 る 事 業 だ っ た と 思 い

ま す 。 様 々 な 努 力 が 行 わ れ て 敬 意 を 表 し て お り ま す 。  

  た だ 、 総 括 質 疑 で 申 し 上 げ ま し た よ う に 、 震 災 関 連

予 算 で は 、 特 に 生 活 再 建 支 援 や 液 状 化 対 策 に つ い て 、

繰 越 し 、 そ れ か ら 減 額 処 理 な ど 不 十 分 な 点 が 散 見 さ れ

て い る 。  

  そ れ か ら 物 価 高 対 策 と い う 点 で は 、 今 日 の 本 会 議 で

も あ り ま し た が 、 国 の 経 済 対 策 に 基 づ く 交 付 金 の 具 体

化 の 域 を 必 ず し も 出 て い な い と い う こ と で 、 こ の 点 で

課 題 の 多 い 決 算 に な っ た と 思 っ て お り ま す 。  

  も う 一 つ 、 不 認 定 の 理 由 は 、 予 算 審 議 の 中 で 我 が 党

が 反 対 を し て い た 事 業 が 、 そ の ま ま 幾 つ か 含 ま れ て い

る と い う こ と で あ り ま す 。  

  新 川 こ ど も 施 設 の Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 の 推 進 。 こ ど も 施 設 の

設 置 に は 反 対 し な い け れ ど も 、 県 有 財 産 の 場 で 民 間 企

業 の 利 益 を 保 証 す る 。 し か も 1 5 年 間 、 経 済 情 勢 な ど の

変 動 が 予 想 さ れ る 中 で 長 期 の 丸 投 げ に ひ と し い 委 託 に

な る 、 モ ニ タ リ ン グ も な か な か 難 し い と い う 点 。  

  そ れ か ら 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 取 得 の 義 務 化 に つ

な が る よ う な 事 業 。  
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  そ れ か ら 、 富 山 市 西 町 中 央 通 り Ｄ 地 区 の 再 開 発 事 業

補 助 金 4 , 3 2 0万 円 。 ま た 、 も う と っ く に 終 わ っ た 、 令 和

５ 年 度 に 完 成 し て い る 総 曲 輪 ３ 丁 目 に 対 す る 1 9 0万 円 の

補 助 金 な ど で す 。 純 粋 な 民 間 事 業 と も 言 え る 高 層 マ ン

シ ョ ン な ど に ２ 割 近 い 補 助 金 を 投 入 す る い わ れ は な い

と い う こ と で 、 こ れ ま で も 反 対 し て ま い り ま し た 。  

  最 後 は 、 利 賀 川 ダ ム 本 体 の 着 工 に 基 づ く 膨 大 な 3 9 億

円 余 り 。 当 初 、 補 正 を 合 わ せ て 投 入 さ れ 、 土 木 費 全 体

約 8 0 0億 円 の ５ ％ に も 上 り 、 予 算 を 圧 迫 す る 事 態 に な っ

て い ま す 。 こ れ ま で 申 し 上 げ て き た と お り 、 庄 川 の 支

流 で あ る 利 賀 川 の こ の 地 域 に 巨 大 な ダ ム を 造 っ て も 、

治 水 効 果 と い う の は 僅 か だ と い う こ と で あ り ま す 。  

  あ わ せ て 、 こ れ は 一 般 会 計 で す け れ ど も 、 工 業 用 水

道 会 計 か ら は 、 こ の 年 、 令 和 ６ 年 度 は 建 設 費 負 担 金  

8 , 7 6 4 万 円 が 計 上 さ れ て い ま す が 、 工 業 用 水 は た く さ ん

余 っ て お り 、 未 利 用 水 を 抱 え て い る わ け で 、 支 出 の い

わ れ は な い と い う こ と で 、 ２ 案 に 対 し て 不 認 定 と い た

し ま す の で よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 

        決 算 特 別 委 員 長  山  本    徹  


